
京都市立浴場条例の一部を改正する条例（令和３年１２月２０日京都市条例第   号）

（都市計画局住宅室すまいまちづくり課） 

  京都市立浴場は，改良住宅の適正な居住水準を確保するための施設として設置してき

ましたが，京都市立崇仁第二浴場については，近隣の改良住宅における浴室の設置状況

が改善する見込みとなったことから，当該浴場を廃止する必要があるため，京都市立浴

場条例の一部を改正することとしました。 

 この条例は，市規則で定める日から施行することとしました。 
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京都市立浴場条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年１２月２０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市立浴場条例の一部を改正する条例 

京都市立浴場条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１京都市立崇仁第二浴場の項を削る。 

 別表第２京都市立崇仁第二浴場の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（都市計画局住宅室すまいまちづくり課） 
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